
公益財団法人 内田エネルギー科学振興財団 

各種助成金募集要項 

 

３．科学技術知識普及事業費助成 

 

（１）助成対象と助成対象者の資格 

新潟県内において、エネルギー資源及び自然・地球環境の保護並びに災害防止等に関する科学技

術の知識を普及するための講演会、公開講座等の事業を行う団体（注1、注2）及び個人（注3）。 

 

（注 1）大学等とは、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、工業高校等、大学附属研究所、大学共

同利用機関、国公私立研究機関等をいう。 

 （注 2）団体とは、大学等、公益法人、NPO 法人、営利を目的としない団体をいい、活動に実態があり、

責任者が明確であり、経理内容を報告でき、かつ全国組織である場合は新潟県内の支部組織が存

することをその条件とする。 

 （注3）個人とは、満１８歳以上であり、法的な責任能力を有し、経理内容を報告できる個人をいう。 

 

（２）科学技術知識普及事業費助成の助成を申請する者は、指定の｢科学技術知識普及事業費助成申請

書｣を提出する。 

｢必要経費の主なものの説明｣欄には、講師旅費、印刷製本費等助成金の対象費用の内容を記載す

る。 

 

（３）申込締切日 

当該年度の４月２０日を原則とします。 

 

（４）助成対象者の選考及び決定 

① 助成対象者の選考及び決定については、本財団に置く選考委員会が行います。 

② 選考結果については、助成対象者本人に通知します。 

③ 助成対象者は、前項通知を受けた日から２週間以内に誓約書の提出及び助成金の振込先の金融

機関名、名義口座番号を記載した書類の提出等の諸手続を行うものとします。 

④ 助成対象者は、いつでも助成金交付の辞退を申し出ることができます。 

 

（５）助成金の交付方法 

① 助成金は、原則として金融機関振込により交付します。 

② 助成金の交付は、原則として年 2回 7月と 12月に行います。 

 

（６） 変更等 

① 助成対象者は、助成金の交付決定を受けた後は、各種助成金事業申請書に記載したテーマ及び目

的を変更することはできません。 

② 助成対象者は、交付された助成金を各種助成金事業申請書の｢必要経費の説明｣に記載のない経

費にあてることはできません。 



③ 助成対象者は、｢必要経費の説明｣に記載がある経費であって、当該経費の費目の性質の範囲内で

ある場合は、経費の使用目的に反しない限度で、例えば材料費における購入品目の変更などの軽微

な変更を行うことができます。 

 

（７）成果報告 

① 助成対象者は当該年度の３月３１日までに成果報告書と証憑等を本財団に提出してください。 

② 申請書記載の完了日が年度を跨ぐ事業の場合は、助成対象者は、申請書記載の完了日に至るま

で、事業の進捗状況を記載した成果報告書を中間報告として毎年３月３１日までに本財団に提

出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑等を提出してください。 

③ やむを得ない事情（自然災害、感染症の影響、購入予定の設備機器などの納期遅延等）により申

請書記載の完了日までに助成事業が完了できない場合は、助成対象者は、下記の対応をおこなっ

てください。 

 

・ 次年度以降継続して助成対象の事業を継続する場合  

事業が完了せず次年度以降継続して事業を行う旨を記載した成果報告書を当該年度の３月

３１日までに本財団に提出するとともに、事業が完了した時点で最終の成果報告書と証憑

等を提出してください。 

・ 当該年度で事業を終了する場合 

成果報告書と証憑等を当該年度の３月３１日までに本財団に提出するとともに、助成金を

清算し残金を返還してください。 

      ※残金返還の際の振込手数料は助成事業費と取扱い、残金から振込手数料を差し引いた金

額を返還してください。尚残金が 10,000 円未満の場合は返還不要です。 

 

（８）異動の届出 

助成対象者は、次の各号の一に該当するときは、本財団の理事長に届け出てください。 

・（１）の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。 

・氏名、住所その他の重要な事項等に変更があったとき。 

 

（９）助成金の決定の取消、中止及び返還  

助成対象者が、次の各号のいずれかに該当したとき、又はその事実が判明したときは、当財団は、

助成金の交付決定を取り消し、交付を中止し、又はすでに交付した一部若しくは全部の返還を求め

ることができます。 

・（１）の助成対象者の資格に該当しなくなったとき。 

・虚偽の申し出又は報告を行ったとき。 

・対象となる各種助成対象の活動等が中止になったとき。 

・傷い、疾病などのため各種助成事業継続の見込みがなくなったとき。 

・その他この規則の目的に照らしてふさわしくないものと本財団の理事会が認めたとき。 

以上 


